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※掲載している情報は編集時点（11月15日）のものです。変更になっている場合がありますので、注意してください。

　市では、12月１日〜３月31日を除雪期間とし、
道路交通の確保を優先するため、幹線道路や通
学路などをあらかじめ除雪路線として定めてい
ます。積雪深が15cm以上になると除雪を開始し、
おおむね午前８時30分までに作業を終えるよう
にしています。除雪をスムーズに行うために、
次のことに協力をお願いします。

〇�除雪路線以外の道路や自宅周辺の除雪は、地
域の皆さんのご協力をお願いします。
〇�雪を道路に捨てると、交通の妨げになり危険
です。道路に雪を捨てないでください。
〇�路上駐車は除雪作業の妨げとなりますので、
絶対にしないでください。路上駐車がある場
合、車両を傷付ける危険性が高いため、その
路線の除雪作業ができなくなるだけでなく、
除雪作業全体の進行にも遅れが出る原因とな
ります。
　�道路側に置かれている植木鉢等は、破損の恐
れがあります。置かないようにしてください。
〇ごみステーションなど、道路上から移動でき

ない物には、積雪時にも位置が分か
るようにポールなどを設置してください。

※�詳細については市ホームページで確認
してください。

《�問合せ》建設課☎21-9007または各振
興局地域振興課

※�除雪作業に関する問合せは、各区長さんを通
じてお願いします。

《�国道・県道除雪の問合せ》但馬県民局豊岡土
木事務所道路第２課（☎26-3753）

 道路除雪に協力してください 
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　固定資産税は、毎年１月１日に、土地・家屋・
償却資産を所有している方が、その所在する市
町村に納める税金です。令和３年中に次のよう
な異動があった場合は、申告してください。
▶土地
▷�土地の利用状況の変更（例：家屋を取壊して駐
車場にした）
▶家屋
▷�家屋の新築または増築（例：物置や車庫の新
築、母屋の増築をした）
▷�家屋の取壊し（一部取壊しを含む）
▷用途変更（例：店舗を住宅に変更した）
▷�登記をしていない家屋の所有者の変更（売買・
相続など）
▶�その他　今年４月に送付した｢課税明細書｣の
内容に変更がある場合など
※登記済の物件は申告不要です。

▶償却資産
　償却資産課税台帳に所有者として資産登録の
ある方、新規でお店を開業した方、ソーラーパ
ネルを設置した方等に、12月上旬に令和４年度申
告書を送付します。令和４年１月１日現在の資

産の所有状況（機械・備品などの購入または廃棄、
事業の廃業など）を申告してください。資産の異
動がない場合も申告が必要です。

2022年度総合体育館の
使用希望調査

　広報とよおか11月号に掲載しました社会体育
施設使用希望調査に、総合体育館を追加します。

▶対象施設　総合体育館　　
▶対象期間　2022年４月１日〜６月30日
▶�申込み　総合体育館およびスポーツ振興課に
ある所定の用紙で申し込んでください。

▶申込期限　12月24日（金）午後５時まで
▶その他　
〇�新型コロナウイルスワクチンの３回目接種と
日程が重複した場合、接種業務を優先します。

※接種の具体的な日程は現在未定です。
〇�７月以降の利用は大規模改修を予定している
ため受付はできません。

　　　　　《問合せ》スポーツ振興課☎21-9023

固定資産（償却資産）のよくある質問

Ｑ．償却資産とは何ですか？
Ａ�．会社や個人が事業を営むために所有して
いる機械・器具・備品などの事業用資産の
ことです。土地・家屋と同じく固定資産税
の課税対象となります。

Ｑ．申告しなければいけないのですか？
Ａ�．市内に償却資産を所有している方は、地
方税法に基づき、毎年１月１日現在の資産
の所有状況を申告しなければなりません。

Ｑ．どんな資産が申告の対象ですか？
Ａ�．原則として、決算時に減価償却資産とし
て計上すべきものは、全て償却資産の申告
対象となります。ただし、家屋として固定
資産税の対象となるもの、車両のうち自動
車税・軽自動車税の対象となるものは申告
対象から除きます。

固定資産税の異動は１月31日（月）までに申告を

《�問合せ》税務課☎21-9046または各振興局市民
福祉課

　アイティ東側に整備中の生涯学習サロン
屋外交流広場の芝生が生えそろい、使用で
きるようになりました。自由に利用してく
ださい。なお、イベントなどで占有して使
用する場合は、申請が必要です（有料）。

《問合せ》生涯学習サロン☎23-9770

生涯学習サロン屋外交流広場が
使えるようになりました
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